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法 律 相 談
借地, 借家, 金融, 離婚, 相続
など, 日常生活上の法律問題につ
いて弁護士がご相談に応じます。
毎月第1・3木曜日=区役所区民
相談室。第3水曜日=第二庁舎(
旧梅島支所) 。時間はいずれも,
午後1時～4時。<無料>

人 口 調 べ
( 昭和45年12月1 日現 在)

世 帯　179, 333

男　　295, 097

女　　281, 790

計　　576, 887
( 前月よ り848人増加)

賀 正

東京北部の中心地としてますます発展しつつある千住地区

財

団

法

人

足
立
区
開
発
公
社
発
足

公
共
用
地
の
取
得
に
全
力

去
る
十
二
月
の
区
議
会
本
会
議
で
、
「

財
団
法
人
足
立
区
開
発
公
社
」に
対

す
る
出
資
金
二
〇
〇
万
円
の
議
決
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
公
社
は
、
民
法
第
三
十
四
条
の

規
定
に
基
づ
く
公
益
法
人
で
す
。

近
年
の
土
地
不
足
と
地

価
の
高
騰

は
、
大
き
な
社
会
問

題
の
一
つ
で
す

が
、
区
で
も
学
校
や
保
育
園
・
公
園
な

ど
、
よ
り
よ
い
区
民
サ
ー
ビ
ス
の
た
め

の
公
共
施
設
を
い
ざ
建
て
よ
う
と
し
て

も
、
そ
の
用
地
が
手
に
は
い
り
に
く
く

な
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

そ
の
た
め
、区
で
は
、昭
和
四
十
三

年
度
か
ら
「用
地
特
別
会
計
」を
設
け

公
共
用
地
の
先
行
取
得
に
つ
と
め
て
き

ま
し
た
が
、資
金
の
不
足
や
運
用
の
面

で
、い
ろ
い
ろ
な
制
限
が
あ
る
た
め
、

せ
っ
か
く
の
チ
ャ
ン
ス
を
の
が
し
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、こ
の
「足
立
区
開
発
公
社
」

を
発
足
さ
せ
、
民
間
資
金
の
導
入
を
図

る
と
と
も
に
、
用
地
取
得
を
効
率
的
に

行
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
、
公
社
の
内
容
は
、
お
よ
そ
次

の
と
お
り
で
す
。

名
称
　
財
団
法
人
足
立
区
開
発
公
社

(
理
事
長
・
足
立
区
長
岡
崎
十
止
雄
)

組
織
　
理
事
会
(
意
志
決
定
機
関
)
・

理
事
(
執
行
機
関
)
・
監
事
(
内
部
監

査
機
関
)
・
評
議
員
会
(
諮
問
機
関
)

財
産
　
区
の
出
資
金
(
基
金
二
〇
〇
万

円
)
に
よ
る

事
業
　
区
の
公
共
用
地
と
し
て
必
要
な

土
地
の
買
収
(
当
分
の
間
は
、
学
校
用

地
の
取
得
の
み
)

事
務
局
　
区
総
務
部
管
財
課
内
(
都
知

事
の
認
可
・
法
人
登
記
等
の
手
続
き
の

た
め
、
発
足
は
、
一
月
中
旬
の
予
定
で

す
)な

お
、
こ
の
よ
う
な
公
社
は
、
東
京

二
十
三
区
内
に
三
区
あ
り
、数
区
で
も

計
画
中
で
す
。

ご
あ
い
さ
つ

足
立
区
長

岡
崎
十
止
雄

区
民
の
み
な
さ
ま
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。昨
年
中
は
、区
政
伸
展
の
た
め

に
多
大
な
る
ご
支
援
、ご
協
力
を
賜
わ
り
、厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、
当
区
は
人
口
五
十
七
万
有
余
を
数
え

そ
の
増
加
は
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
り
ま
せ
ん
。

区
内
の
い
ず
れ
を
見
ま
し
て
も
、
見
違
え
る
よ

う
な
変
貌
を
遂
げ
、足
立
区
の
未
来
像
が
刻
一

刻
、
浮
彫
り
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、人
口
の
増
加
は
、そ
れ
だ

け
幾
何
級
数
的
に
行
政
需
要
の
増
大
を
促
し
、

こ
れ
が
行
財
政
能
力
を
大
き
く
超
え
ま
す
と
、

将
来
計
画
の
上
に
重
大
な
支
障
を
き
た
す
の
で

あ
り
ま
す
。

と
く
に
近
年
は
教
育
施
設
、福
祉
施
設
の
建

設
に
あ
た
っ
て
、区
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
理
解

と
ご
協
力
な
く
し
て
は
用
地
の
確
保
が
困
難
と

な
り
つ
つ
あ
り
、そ
の
打
開
策
と
し
て
こ
の
ほ

ど
開
発
公
社
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
「生
活
環
境
の
整
備
」

「青
少
年
の
健
全
育
成
」
「祉
会
福
祉
の
充

実
」を
三
本
の
柱
と
す
る
施
策
な
ら
び
に
行
政

施
設
建
設
計
画
を
過
去
五
か
年
間
に
わ
た
っ
て

実
施
し
、
一
応
の
目
的
を
果
た
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、中
部
・
東
部
・
西
部
・
千
住
の

四
地
区
に
区
民
の
福
祉
セ
ン
タ
ー
、そ
れ
を
核

と
す
る
保
育
園
群
、区
民
施
設
併
設
の
出
張
所
建

設
、中
央
図
書
館
を
核
と
す
る
地
域
図
書
館

図
書
室
の
建
設
、公
園
、児
童
遊
園
、道
路
、

用
水
路
の
整
備
、安
全
対
策
事
業
、さ
ら
に
は

学
校
施
設
の
整
備
拡
充
な
ど
、
地
域
的
格
差
の

是
正
を
勘
案
し
つ
つ
、
目
標
の
達
成
に
努
力
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。

本
年
は
、こ
れ
に
続
く
長
期
計
画
を
、目
下

審
議
会
で
検
討
し
て
お
り
、近
く
答
申
さ
れ
ま

す
の
で
、こ
れ
を
指
針
と
し
て
新
た
な
構
想
の

も
と
に
実
施
計
画
を
立
て
、
み
な
さ
ま
の
ご
期

侍
に
添
え
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

七
〇
年
代
は
、あ
ら
ゆ
る
面
で
の
大
き
な
転

換
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、多
く
識
者
の
語

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、本
年
は
、地
方
選

挙
も
い
っ
せ
い
に
行
な
わ
れ
る
年
で
も
あ
り
、

区
民
の
み
な
さ
ま
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
反
映

し
て
、
区
政
を
強
力
に
推
進
し
て
ま
い
り
た
い

と
存
じ
ま
す
。

新
春
に
あ
た
り
、な
お
一
層
の
ご
支
援
、ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、年
頭
の
ご
あ
い
さ

つ
と
い
た
し
ま
す
。

あ
な
た
の

お

名
前

確
認
に
ご
協
力
を

電
算
機
導
入
で
事
務
の
能
率
化

就
学
通
知
・
成
人
式
・
老
人
健
康
診

査
・
選
挙
の
入
場
券
・
納
税
通
知
書
な

ど
、区
か
ら
区
民
の
み
な
さ
ん
に
出
す

連
絡
は
が
き
や
封
書
は
、一
年
間
に
約

二
百
五
十
万
通
も
あ
り
ま
す
。

区
で
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
正
確

で
短
い
時
間
で
処
理
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
電
子
計
算
機
(
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
)
を
導
入
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。(

昭
和
四
十
五
年
度
か
ら
三
か
年
計
画

で
準
備
中
で
す
)

こ
の
た
め
、ま
ず
、区
民
の
み
な
さ

ん
の
住
所
・
氏
名
・
性
別
・
生
年
月
日

な
ど
を
、昭
和
四
十
五
年
十
一
月
末
日

現
在
の
「住
民
基
本
台
帳
」に
基
づ
い

て
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
記
録
し
ま
し
た
。

現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、漢
字
が

使
え
ま
せ
ん
の
で
、や
む
を
え
ず
み
な

さ
ん
の
お
名
前
を
、判
読
に
よ
っ
て
「

フ
リ
ガ
ナ
」を
つ
け
ま
し
た
。し
か
し
、

判
読
に
よ
る
ふ
り
が
な
で
す
の
で
、間

違
っ
た
読
み
方
を
し
て
い
る
も
の
が
、

か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
別
便
の
往
復
は
が
き
で
、

み
な
さ
ん
の
お
名
前
な
ど
の
フ
リ
ガ
ナ

が
、
誤
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
い
合

わ
せ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
う
え

ご
返
信
く
だ
さ
る
よ
う
、
ぜ
ひ
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

な
お
、
返
信
用
は
が
き
は
、
次
の
要

領
で
お
願
い
し
ま
す
。

(
1
)
返
信
用
は
が
き
は
、一
月
二
十
日
頃

ま
で
に
、
必
ず
ご
投
か
ん
く
だ
さ
い
(

切
手
は
い
り
ま
せ
ん
)

。

(
2
)
お
名
前
の
読
み
方
が
間
違
っ
て
い
る

と
き
は
、
こ
れ
を
消
し
て
、
そ
の
下

に
正
し
い
読
み
方
を
カ
タ
カ
ナ
で
お

書
き
く
だ
さ
い
。

(
3
)
生
年
月
日
や
性
別
に
誤
り
が
あ
る
と

き
も
同
様
に
ご
訂
正
く
だ
さ
い
。

(
4
)
は
が
き
に
は
、昭
和
四
十
五
年
十
一

月
末
日
現
在
で
登
録
さ
れ
て
い
る
か

た
を
記
載
し
て
お
り
、十
二
月
一
日

以
後
の
異
動
は
、
別
に
処
理
し
ま
す

の
で
、
返
信
は
が
き
に
書
く
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

(
5
)
ふ
り
が
な
等
に
誤
ま
り
が
な
い
場
合

も
、
そ
の

ま
ま

ご
投
か
ん
く
だ
さ

い
。(

区
民
部
管
理
課
)

人
事
短
信

昨
年
十
二
月
一
日
付
で
、
次
の

と
お
り
区
の
部
課
長
級
の
人
事
異

動
発
令
が
あ
り
ま
し
た
。(
カ
ッ

コ
内
は
前
職
)

【部
長
級
】土
木
部
長
―
津
根
道
雄

【課
長
級
】企
画
室
長
―
望
月

重
吾
　
総
務
部
総
務
課
長
―
梅
山

純
二
　
同
職
員
課
長
―
寺
島
良
平
　

同
財
務
課
長
―
鈴
木
保
寿
　
同

管
財
課
長
―
藤
田
佳
三
　
区
民
部

区
民
課
長
―
石
倉
義
雄
　
厚
生
部

児
童
課
長
―
雨
宮
正
則
　
中
部
福

祉
事
務
所
長
―
安
藤
純
一
　
東
部

福
祉
事
務
所
長
―
紙
谷
盛
人
　
東

部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
館
長
―
前

田
文
雄
　
教
育
委
員
会
事
務
局
学

務
課
長
―
村
松
一
見
　
同
社
会
教

育
課
長
―
鈴
木
恒
年
　
区
議
会
事

務
局
長
―
池
田
賢
次

【退
職
】瀬
田
金
造
(
区
総
務

部
総
務
課
長
/
都
総
務
局
主
幹
)
　

長
谷
川
堅
治
(
東
部
区
民
福
祉

セ
ン
タ
ー
館
長
)

【都
へ
転
出
】菅
野
秀
五
郎
(

土
木
部
長
)
　
野
引
譲
(
学
務
課

長
)
　
堀
口
誠
二
(
中
部
福
祉
事
務

所
長
)

草
刈
条
例
で
き
る

あ
き
地
の
雑
草
を
除
去

現
在
、区
内
に
は
「空
地
」が
か
な

り
あ
り
ま
す
が
、こ
の
管
理
が
お
ろ
そ

か
に
さ
れ
て
い
る
場
所
で
は
、夏
は
雑

草
が
は
え
、カ
や
ハ
エ
の
発
生
源
と
な

り
、ま
た
、防
犯
・
防
火
上
か
ら
も
、

た
い
へ
ん
危
険
で
す
。区
で
は
こ
れ
に

対
処
す
る
た
め
、去
る
十
二
月
の
区
議

会
の
議
決
を
経
て
、
「あ
き
地
の
管
理

の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
」を
定
め
、

そ
の
問
題
の
解
消
に
積
極
的
に
と
り
く

む
こ
と
に
し
ま
し
た
。そ
の
お
も
な
内

容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

<
目
的
>
　
あ
き
地
の
管
理
の
適
正
化

を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、良
い
環
境
を

ま
も
り
、健
康
で
明
る
い
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

<
あ
き
地
と
は
>
　
現
に
人
の
使
用
し

て
い
な
い
土
地

<
所
有
者
の
つ
と
め
>
　
あ
き
地
の
所

有
者
(
管
理
者
)
は
、雑
草
や
か
ん
木

な
ど
が
お
い
茂
っ
た
ま
ま
放
置
し
、住

民
の
健
康
を
害
し
、犯
罪
を
発
生
さ
せ

る
な
ど
、生
活
環
境
を
著
し
く
そ
こ
な

う
よ
う
な
状
態
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
、

常
に
適
正
な
管
理
を
す
る

な
お
、
雑
草
を
自
分
で
刈
り
取
れ
な

い
場
合
は
、
区
長
に
そ
れ
を
委
託
(
有

料
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

<
区
長
の
権
限
>
　
区
長
は
、あ
き
地

が
危
険
な
状
態
に
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、そ
の
所
有
者
に
雑
草
を
取
り
除
く

よ
う
勧
告
ま
た
は
命
令
を
出
す
こ
と
が

で
き
る
。も
し
、こ
の
命
令
に
従
わ
な

い
と
き
は
、区
長
が
こ
れ
を
行
な
い
、

そ
の
費
用
を
所
有
者
か
ら
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る

<
条
例
の
施
行
年
月
日
>
　
昭
和
四
十

五
年
十
二
月
十
日

以
上
が
、い
わ
ゆ
る
「草
刈
条
例
」

の
お
も
な
内
容
で
す
。も
し
、あ
な
た

の
近
所
の
あ
き
地
で
雑
草
が
生
い
茂

り
、困
っ
て
い
る
と
き
は
、区
役
所
区

民
部
保
健
衛
生
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

■
成
人
式
へ
ど
う
ぞ

芥
川
也
寸
志
指
揮
に
よ
る
「運
命
」
「未
完
成
」を
演
奏

区
と
区
教
育
委
員
会
で
は
、こ
と
し
成
人
に
な
ら
れ
る
か
た
を
対

象
に
、お
祝
い
の
集
い
を
催
し
ま
す
。ど
う
ぞ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
服
装
は
、
華
美
な
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
、
ふ
つ
う
の
服

装
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

対
象
者
―
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
六
日
～
昭
和
二
十
六
年
一
月
十
五

日
生
れ

日
時
―
昭
和
四
十
六
年
一
月
十
五
日
(
金
)
午
前
十
時

(
1
)
足
立
区
体
育
館
(
中
央
本
町
一
丁
目
一
七
-
二
)
　
講
演
―
医
事

評
論
家
　
石
垣
純
二
氏

(
2
)
足
立
区
立
第
十
五
中
学
校
(
千
住
宮
元
町
二
七
-
六
)
　
講
演
―

東
洋
大
学
学
長
　
磯
村
英
一
氏

(
3
)
足
立
区
立
江
北
中
学
校
(
江
北
一
丁
目
一
九
-
一
)
　
講
演
―
評

論
家
　
楠
本
憲
吉
氏

(
4
)
足
立
区
立
東
綾
瀬
中
学
校
(
綾
瀬
三
丁
目
二
三
-
一
四
)
　
講
演

―
漫
画
家
　
近
藤
日
出
造
氏

■
新
成
人
の
た
め
の
コ
ン
サ
ー
ト

開
演
―
一
月
十
五
日
(
金
)
　
午
後
一
時

会
場
―
足
立
区
文
化
会
館
(
中
央
本
町
一
丁
目
一
七
-
一
)

演
奏
―
芥
川
也
寸
志
指
揮
/
新
交
響
楽
団

プ
ロ
グ
ラ
ム
―
□
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
作
曲
・
交
響
曲
第
八
番
「未
完
成
」

□
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
作
曲
・
交
響
曲
第
五
番
「運
命
」

■
趣
味
の
教
室

東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
東
綾
瀬
一
丁
目
五
-
一
七
)
で
は
、

次
の
と
お
り
、
趣
味
と
実
益
を
か
ね
た
「
教
室
」
を
開
き
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
お
申
し
込
み
は
、
直
接
セ
ン
タ
ー
事
業

係
へ
。(
月
曜
日
は
休
館
日
)
　

六
〇
五
-
七
一
〇
一

絵
画
教
室
《
静
物
》
　
日
時
―
一
月
十
六
日
(
土
)
・
三
十
日
(
土
)

午
後
一
時
三
〇
分
　
講
師
―
木
村
林
吉
氏

料
理
教
室
《
い
ろ
い
ろ
な
す
し
の
作
り
か
た
》
　
日
時
―
一
月
十
九

日
(
火
)
午
後
一
時
三
〇
分
　
講
師
―
富
永
博
夫
氏

手
芸
教
室
《
リ
ボ
ン
フ
ラ
ワ
ー
》
　
日
時
―
一
月
二
十
一
日
(
木
)

午
後
一
時
　
講
師
―
滝
沢
三
喜
子
氏

生
花
教
室
《
古
流
》
　
日
時
―
一
月
二
十
二
日
(
金
)
午
前
十
時
　

講
師
―
岩
佐
マ
チ
氏

文
学
教
室
《
今
昔
物
語
》
　
日
時
―
一
月
二
十
二
日
(
金
)
　
午
後

一
時
三
〇
分
　
講
師
―
阿
川
昔
氏

オ
ル
ガ
ン
教
室
　
日
時
―
一
月
二
十
四
日
(
日
)
午
前
十
時
　
講
師
―

池
田
輝
樹
氏

音
楽
教
室
《
コ
ー
ラ
ス
》
　
日
時
―
一
月
二
十
八
日
(
木
)
午
後
三

時
　
講
師
―
池
田
輝
樹
氏

■
1
6
ミ
リ
映
写
機
講
習
会

十
六
㍉
発
声
映
写
機
の
あ
つ
か
い
方
に
つ
い
て
、次
の
と
お
り
講

習
会
を
開
き
ま
す
。受
講
料
は
無
料
で
す
。

日
時
―
一
月
二
十
六
日
～
二
十
九
日
・
二
月
二
日
～
三
日
　
午
後
六

時
～
八
時
三
〇
分
　
会
場
―
足
立
区
青
年
館
(
東
武
線
大
師
前
駅
下

車
)
　
講
師
―
映
研
株
式
会
社
　
木
南
満
蔵
氏
・
池
田
武
士
氏

申
込
み
―
一
月
七
日
(
木
)
か
ら
受
付
け
(
定
員
五
〇
名
に
な
り
し

だ
い
締
切
り
)
。区
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
文
化
係
へ
。

■ 区役所の電話882- 1111　第二庁舎886- 3165　足立福祉事務所888- 3141　東部福祉事務所605- 7101　中部福祉事務所889- 1481
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昭
和
四
十
五
年
度

区
総
予
算
額
は
二
〇
一
億
三
九
一
二
万
円
に

道
路
補
修
費
な
ど
を
補
正

去
る
十
一
月
開
か
れ
た
第
四
回
区
議

会
定
例
会
で
、
昭
和
四
十
五
年
度
足
立

区
一
般
会
計
の
補
正
予
算
(
第
四
号
)

が
、
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
も
な

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す

。

財
団
法
人
足
立
区
開
発
公
社
出
資
金

(
二
百
万
円
)
　

東
京
都
知
事
選
挙
事

務
(
七
百
六
十
九
万
四
千
円
)
　

足
立

区
議
会
議
員
選
挙
事
務
(
百
四
十
三
万

七
千
円
)
　
保
育
園
建
設
(
九
千
二
百

七
十
二
万
五
千
円
)
　
空
地
管
理
適
正

化
推
進
事
業
(
百
三
十
四
万
四
千
円
)
　
道

路
の
補
修
と
交
通
安
全
施
設
の
整

備
(
九
千
二
百
三
万
円
)
　
私
道
整
備

助
成
(
四
千
万
円
)
　
公
園
用
地
購
入

(
二
千
百
二
十
万
五
千
円
)
　
学
校
運
営
費

(
三
千
二
百
十
五
万
九
千
円
)
　

学
校
施
設
建
設
(
二
千
三
万
四
千
円
)

な
ど
。

今
回
補
正
の
予
算
額

一
般
会
計
(
補
正
第
四
号
)
…
三
億

八
千
六
百
十
一
万
六
千
円
　
(
既
予
算

額
…
百
六
十
五
億
二
千
六
百
四
十
八
万

一
千
円
　
一
般
会
計
合
計
額
…
百
六
十

九
億
一
千
二
百
五
十
九
万
七
千
円
)
　
(

特
別
会
計
の
補
正
は
あ
り
ま
せ
ん
)

昭
和
四
十
五
年
度
足
立
区
予
算
総
額

…
二
百
一
億
三
千
九
百
十
二
万
二
千
円

歳

入

歳
出

予

算

額
の

内

訳

(
カ

ッ
コ

内

は

、
既

予

算
額

と

の

合

計

額
)

歳
入
　
特
別
区
交
付
金
…
二
億
九
千

二
百
六
十
七
万
一
千
円
(
七
十
四
億
六

千
八
百
十
万
七
千
円
)
　
国
庫
支
出
金
…

二

百

七
十

四
万

七
千

円
(

二
十

八

億

九
千

九

百

九
十

六
万

六
千

円
)
　

都

支

出
金
…
七
百
六
十
九
万
四
千
円
(
十
三

億
六
千
五
百
八
十
四
万
八
千
円
)
　
繰

越
金
…
六
千
十
六
万
二
千
円
(
一
億
六

千
十
六
万
三
千
円
)
　
諸
収
入
…
三
千

三
百
十
四
万
七
千
円
(
六
億
七
百
五
十

六
万
五
千
円
)
　
交
通
安
全
対
策
特
別
交

付
金
…
△
(
減
額
)
一
千
三
十
万
五
千

円
(
一
千
九
百
六
十
九
万
五
千
円
)

歳
出
　
総
務
費
…
一
千
百
十
三
万
一

千
円
(
十
三
億
三
千
二
百
四
万
一
千
円
)
　

民
生
費
…
一
億
三
千
五
百
十
四
万
円

(
六
十
億
七
千
六
百
五
十
一
万
五
千
円
)
　

土
木
費
…
一
億
六
千
九
百
七
十
三
万

五
千
円
(
三
十
一
億
五
千
八
百
五
十
万

九
千
円
)
　
教
育
費
…
五
千
二
百
十
九

万
三
千
円
(
五
十
五
億
四
千
九
百
六
万

一
千
円
)
　
公
債
費
…
一
千
七
百
九
十

一
万
七
千
円
(
五
億
百
二
十
一
万
八
千

円
)

保
育
園
と
幼
稚
園

―
保
育
園
児
募
集
―

現
在
、
区
内
に
は
、
公
・
私
立
の
保

育
園
は
、
全
部
で

五
十
か
所

あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
東
京
二
十
三
区
中
で
最

も
多
い
数
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
区
で
は
、

ま
だ
保
育
園
の
建
設
に
追

わ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
こ

の
保
育
園
と
幼
稚
園
と
を

混
同
さ
れ
て
い
る
か
た
が
多
く
お
ら
れ

る
よ
う
で
す
が
、そ
の
目
的
や
特
徴
な

ど
を
、次
に
ご
説
明
し
ま
す
。

保
育
園
と
幼
稚
園
の
ち
が
い

幼
稚
園
は
、幼
児
に
対
し
て
学
校
教

育
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
学
校

教
育
法
に
基
づ
く
教
育
施
設
で
す
。

保
育
園
は
保
護
者
が
働
き
に
出
て
い

た
り
、
病
気
だ
っ
た
り
し
て
、
昼
間
家

庭
で
面
倒
を
み
て
も
ら
え
な
い
お
子
さ

ん
た
ち
の
保
護
育
成
を
は
か
る
た
め
に

設
け
ら
れ
て
い
る
児
童
福
祉
法
に
基
づ

く
児
童
福
祉
施
設
で
す
。

保
育
所
の
内
容

(
1
)
入
所
資
格
=
昼
間
面
倒
を
み
て
く
れ

る
人
の
い
な
い
家
庭
の
小
学
校
就
学
前

の
乳
幼
児
で
す
。

(
2
)
保
育
時
間
=
原
則
と
し
て
一
日
八
時
間

で
、
土
曜
日
も
平
日
と
同
じ
で
す
。

ま
た
、日
曜
、祝
祭
日
、年
末
年
始

以
外
は
休
み
ま
せ
ん
。

(
3
)
給
食
等
=
三
歳
未
満
の
児
童
は
完
全

給
食
を
し
ま
す
。
三
歳
以
上
の
児
童
に

は
毎
日
お
や
つ
を
出
し
て
い
ま
す
が
、

週
三
日
は
お
べ
ん
と
う
を
出
す
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
三
歳
未
満
の
児
童
に
は
、

週
二
本
の
牛
乳
を
供
し
て
い
ま
す
。

(
4
)
入
所
の
手
続
=
お
住
ま
い
の
区
域
を

所
管
す
る
福
祉
事
務
所
へ
直
接
お
い
で

く
だ
さ
い
。

(
5
)
経
費
=
保
育
所
を
運
営
す
る
の
に
必

要
な
経
費
は
公
費
で
負
担
し
ま
す
。た

だ
し
、保
護
者
の
収
入
に
応
じ
、受
益

者
負
担
の
原
則
に
よ
る
負
担
金
を
い
た

だ
き
ま
す
。

四
月
に
入
園
を
ご
希
望
の
か
た
の

申
込
み
は
一
月
十
一
日
～
三
十
日

今
月
十
一
日
か
ら
、福
祉
事
務
所
で

受
付
け
中
で
す
。(
1
)
四
十
五
年
度
特
別

区
民
税
額
の
わ
か
る
も
の
、(
2
)
四
十
五

年
分
所
得
税
額
の
わ
か
る
も
の
、(
3
)
印

か
ん
を
も
っ
て
今
月
中
に
お
い
で
く
だ

さ
い
。

年
頭
所
感

足
立
区
議
会
議
長

遠
峰
冨
次

区
民
の
皆
さ
ま
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

こ
こ
に
希
望
の
新
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、皆
さ

ま
の
御
清
福
と
御
繁
栄
を
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま

す
。私

は
、昨
年
四
月
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
て
以

来
、
議
会
の
円
満
な
運
営
と
区
政
の
進
展
を
第
一
義

と
し
て
誠
心
誠
意
努
力
し
て
ま
い
り
、お
か
げ
を
も

ち
ま
し
て
大
過
な
く
越
年
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。こ
れ
は
ひ
と
え
に
皆
さ
ま
の
御
支
援
と
御
協
力

の
た
ま
も
の
と
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う
に
、本
区
の
人
口
は
五
十
七
万
六

千
を
こ
え
、そ
の
数
に
お
い
て
も
、東
京
都
二
十
三

区
中
と
く
に
上
位
を
占
め
て
お
り
ま
す
。

人
口
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、都
市
と
し
て
の
絶

対
的
な
要
件
で
は
あ
り
ま
す
が
、反
面
、こ
れ
に
伴

な
い
行
政
需
要
の
激
増
を
き
た
し
て
お
り
、区
民
の

皆
さ
ま
の
福
祉
増
進
と
生
活
の
安
定
を
図
る
に
は
、

な
お
重
要
問
題
が
山
積
し
て
い
る
現
状
で
あ
り
、こ

れ
ら
の
解
決
を
図
る
こ
と
は
、直
接
区
政
を
担
当
す

る
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
六
年
こ
そ
は
、本
区
の
躍
進
の
年
と
し

て
、国
お
よ
び
都
の
施
策
と
あ
い
ま
っ
て
、区
政
全
般

に
わ
た
り
内
容
充
実
の
た
め
最
大
の
効
果
が
あ
が

る
よ
う
努
力
を
傾
注
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

な
に
と
ぞ
倍
旧
の
御
指
導
と
御
鞭
撻
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
し
て
年
頭
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

支
給
対
象
が
広
が
る

遺
族
援
護
法
等
の
改
正
で

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
援
護
法
の
一
部

が
昨
年
改
正
さ
れ
、
同
年
十
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
改
正
に
よ
り
、障
害
年
金
・

遺
族
年
金
な
ど
を
受
給
で
き
る
か
た
の

範
囲
が
、次
の
と
お
り
広
が
り
ま
し
た
。

遺
族
援
護
法
関
係
の
受
給
資
格

◇
軍
属
・
準
軍
属
に
支
給
さ
れ
る
障
害

年
金
・
障
害
一
時
金
の
障
害
程
度
が
、

(
1
)
第
三
款
症
ま
で
の
も
の
が
第
五
款
症

ま
で
に
、(
2
)
そ
の
傷
病
が
、公
務
傷
病

と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
第
六
項
症
ま
で

の
も
の
が
第
三
款
症
ま
で
に
な
り
ま
し

た
。以

上
、申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

東
京
都
民
生
局
福
祉
部
援
護
課
へ
。

二
一
二
-
五
一
一
一
内
線
二
五
二
一

◇
戦
地
・
事
変
地
で
死
亡
し
た
軍
人
・

軍
属
で
、こ
れ
ま
で
み
ず
か
ら
戦
線
を

離
脱
し
た
等
の
理
由
の
た
め
、
遺
族
年

金
等
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
遺
族
に
、

援
護
審
査
会
が
支

給
議
決
し
た
も
の

は
、
遺
族
年
金
と
弔
慰
金
が
受
給
で
き

ま
す

。

◇
日
華
事
変
以
後
の
公
務
傷
病
が
原
因

で
併
発
し
た
傷
病
に
よ
り
死
亡
し
た
準
軍
属

の
遺
族
で
、
弔
慰
金
・
遺
族
給
与

金
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
遺
族
は
、
遺

族
一
時
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

◇
満
州
開
拓
青
年
義
勇
隊
員
で
、昭
和

十
六
年
十
二
月
八
日
か
ら
同
二
十
年
八

月
八
日
ま
で
に
軍
関
係
の
仕
事
に
従
事

し
、
仕
事
上
負
傷
ま
た
は
死
亡
し
た
か

た
の
遺
族
は
、
障
害
年
金
ま
た
は
遺
族

給
与
金
等
が
受
給
で
き
ま
す
。

特
別
給
付
金
関
係
の
受
給
資
格

◇
恩
給
法
や
遺
族
援
護
法
の
一
部
改
正

で
、
昭
和
四
十
二
年
以
降
遺
族
年
金
等

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
戦
没
者

の
妻
や
父
母
は
、
特
別
給
付
金
を
受
け

ら
れ
ま
す
。

◇
戦
傷
病
者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
障
害
程
度
が

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
現
在
で
、第

三
款
症
ま
で
の
も
の
が
、第
四
款
症
ま

で
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
、申
込
み
、お
問
い
合
わ
せ
は

区
役
所
福
祉
課
援
護
係
へ
。

キ
ケ
ン
で
す
　た
ば
こ
の
投
げ
捨
て

家
庭
の
「火
の
元
」
に
も
十
分
注
意

寒
さ
が
き
び
し
く
な
る
に
つ
れ
、石

油
・
ガ
ス
ス
トー
ブ
や
電
気
こ
た
つ
な

ど
の
暖
房
器
具
を
使
う
こ
と
が
多
く
な

り
ま
す
。
特
に
、
お
正
月
に
は
「
火
」

を
使
う
こ
と
も
ふ
え
、
石
油
に
よ
る
火

災
が
め
だ
ち
ま
す
。

ま
た
、
街
頭
や
公
園
、
建
て
物
の
中

な
ど
で
「
た
ば
こ
の
吸
い
が
ら
」
を
、

火
を
消
さ
ず
に
投
げ
捨
て
る
人
が
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
危
険
で
す
。

ご
家
庭
で
は
、
主
婦
が
火
気
の
責
任

者
と
な
っ
て
、
外
出
や
寝
る
前
の
点
検

を
必
ず
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
火
災
予
防
や
火
気
の
安
全
な

取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
の
ご
相
談
や
お

問
い
合
わ
せ
は
、
消
防
暑
へ
ど
う
ぞ
。

千
住
消
防
署
　
八
八
二
-
〇
一
一
九

西
新
井
消
防
署
　
八
八
六
-
四
一
八
七

写
真
は
家
庭
で
の
油
火
災
消
火
訓
練

を
熱
心
に
行
な
う
お
母
さ
ん
が
た

大
気
汚
染
防
止
に
ご
協
力
を

公
害
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化

現
在
大
気
汚
染
は
、日
本
国
内
全
域

に
ひ
ろ
が
り
、
四
日
市
や
川
崎
で
は
、

そ
れ
が
原
因
で
起
き
た
ゼ
ン
ソ
ク
に
よ

る
死
者
も
出
は
じ
め
ま
し
た
。

人
体
に
有
害
な
こ
れ
ら
の
汚
染
原
因

に
は
、亜
硫
酸
ガ
ス
(
製
鉄
・
化
学
工

場
、浴
場
、ビ
ル
暖
房
な
ど
、多
量
の

重
油
を
使
用
す
る
工
場
・
事
業
所
な

ど
)
、ば
い
煙
・
粉
じ
ん
(
製
鉄
・
金
属

精
錬
工
場
、木
工
・
ベ
ニ
ヤ
工
場
、

浴
場
な
ど
)
、有
毒
ガ
ス
(
化
学
・
メ
ッ

キ
工
場
な
ど
)
、そ
れ
に
自
動
車
の

排
ガ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

区
で
は
、こ
の
対
策
と
し
て
、公
害

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
な
い
、
そ
の
改
善
指
導

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
区
役

所
本
庁
舎
、
足
立
・
千
住
保
健
所
に
は

「
大
気
汚
染
同
時
通
報
装
置
」
が
設
け

ら
れ
、
大
気
汚
染
の
予
防
・
注
意
報
・
警

報
が
、
都
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
か
ら
通
報
さ
れ
ま
す
。

な
お
、亜
硫
酸
ガ
ス
、ほ
こ
り
な
ど

の
自
動
測
定
装
置
を
新
田
図
書
館
屋
上

に
取
り
付
け
、毎
日
測
定
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
都
と
区
で
は
、
関
係
者
の

み
な
さ
ん
に
次
の
こ
と
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▽
工
場
・
ビ
ル
・
浴
場
な
ど
で
は
、い

お
う
分
の
少
な
い
燃
料
(
低
い
お
う

重
油
・
都
市
ガ
ス
・
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

等
)
を
使
用
し
、ボ
イ
ラ
ー
は
、い

つ
も
点
検
・
整
備
し
て
お
く

▽
ば
い
煙
・
粉
じ
ん
を
発
生
さ
せ
る
工

場
・
浴
場
は
、高
性
能
の
集
じ
ん
機

を
取
り
付
け
る

▽
多
量
の
黒
煙
・
悪
臭
・
有
毒
ガ
ス
を

発
生
す
る
物
は
燃
や
さ
な
い

▽
自
動
車
の
排
ガ
ス
中
の
一
酸
化
炭
素

濃
度
は
定
期
的
に
調
べ
、有
害
ガ
ス

の
排
出
を
し
な
い
よ
う
に
す
る

※
公
害
に
つ
い
て
の
苦
情
・
ご
相
談
は

区
役
所
公
害
課
へ
。

給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
は
お
早
め
に

都
・
区
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

地
方
税
法
の
定
め
に
よ
っ
て
、住
民

税
(
市
区
町
村
民
税
)
の
「特
別
徴
収

義
務
者
」と
し
て
指
定
を
受
け
た
会
社

・
事
業
所
等
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
か

た
は
、次
の
要
領
に
よ
り
「給
与
支
払

報
告
書
」を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

提
出
先
―
給
与
受
給
者
が
、昭
和
四
十

六
年
一
月
一
日
現
在
住
ん
で
い
る
市
区

町
村
長
あ
て
。

提
出
期
限
―
昭
和
四
十
六
年
二
月
一
日

※
報
告
用
紙
不
足
の
と
き
は
、
区
役
所

課
税
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
2
月
1
日
が
納
期
限
で
す

―
特
別
区
民
税
第
四
期
分
―

ご
提
供
く
だ
さ
い

公
営
選
挙
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
所

こ
と
し
の
四
月
に
は
東
京
都
知
事
選

挙
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
選
挙
で
は
、
法
令
に
よ
っ
て
、

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
た

め
の
掲
示
場
を
選
挙
管
理
委
員
会
が
設

置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

都
市
で
は
、
こ
の
掲
示
場
を
設
け
る

の
に
適
当
な
場
所
が
な
く
、
苦
慮
し
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。

近
い
う
ち
に
、
こ
の
場
所
の
選
定
の

た
め
に
、
職
員
が
区
内
を
巡
回
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
際
は
場
所
の

提
供
に
つ
き
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。(

都
・
区
選
挙
管
理
委
員
会
)

都
住
入
居
者

募
集
の
予
告

都
住
宅
局
で
は
、都
営
住
宅
の
入

居
申
込
み
受
付
け
を
、一
月
下
旬
に

行
な
う
予
定
で
す
。く
わ
し
く
は
、

都
の
お
知
ら
せ
・
主
要
日
刊
新
聞
・

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
で
、お
知
ら
せ

し
ま
す
。(区

役
所
区
民
部
管
理
課
)

血
液
が
優
先
し
て

確
保
さ
れ
ま
す

献
血
手
帳
保
持
者
に

も
し
、あ
な
た
や
ご
家
族
、友
人

の
か
た
が
、輸
血
の
必
要
を
生
じ
た

と
き
は
、献
血
し
て
お
き
ま
す
と
、
「

献
血
手
帳
」に
よ
っ
て
優
先
的
に

血
液
が
確
保
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
血

液
型
も
わ
か
り
ま
す
。

一
月
は
、
次
の
日
程
で
移
動
採
血

者
が
巡
回
し
ま
す
の
で
、
お
近
く
の

会
場
で
ど
う
ぞ
ご
献
血
く
だ
さ
い
。

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
十
時
～

午
後
三
時
。

▽
一
月
八
日
(
金
)
五
反
野
小
学
校

▽
十
四
日
(
木
)
第
十
六
出
張
所

▽
二
十
日
(
水
)
千
寿
第
六
小
学
校

▽
二
十
六
日
(
火
)
花
畑
小
学
校

▽
三
十
日
(
土
)
北
千
住
駅
前
西
口

国
庫
債
券
の

担
保
貸
付
け

引
揚
者
、戦
没
者
・
戦
傷
病
者
の
妻

の
か
た
に
交
付
さ
れ
た
特
別
交
付

金
・
特
別
給
付
金
・
特
別
弔
慰
金
の

国
庫
債
券
を
担
保
に
、事
業
資
金
を

お
貸
し
し
ま
す
。

対
象
者
―
生
活
に
困
っ
て
い
る
か
た

・
高
齢
者
・
身
体
障
害
者
で
、
事
業

を
行
な
う
か
、
行
な
っ
て
い
る
か
た

申
込
み
期
限
―
昭
和
四
十
六
年
三
月

十
五
日
ま
で

申
込
み
場
所
―
区
役
所
福
祉
課
援
護

係
　
(
国
債
・
印
か
ん
・
米
の
通
帳

・
世
帯
の
収
入
を
証
明
す
る
も
の
…

例
、住
民
税
納
税
額
通
知
書
、源
泉

徴
収
票
な
ど
を
持
参
)

特
別
支
出
金
の
支
給

旧
防
空
法
に
よ
り
地
方
長
官
(
知

事
)
の
指
定
を
受
け
た
医
療
従
事
者

等
で
、
戦
事
中
防
空
に
従
事
し
た
た

め
に
、
負
傷
ま
た
は
病
気
に
な
り
、

昭
和
四
十
五
年
九
月
三
十
日
以
前
に

死
亡
し
た
か
た
の
遺
族
、
ま
た
は
現

在
の
症
状
が
特
別
項
症
か
ら
第
五
款

症
ま
で
の
か
た
に
、
障
害
特
別
支
出

金
(
五
万
円
)
・
死
亡
特
別
支
出
金
(

七
万
円
)
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

等
の
給
付
を
受
け
て
い
る
か
た
は
、

除
か
れ
ま
す
。

手
続
き
、
お
問
い
合
わ
せ
は
、
区

役
所
福
祉
課
援
護
係
へ
。

児
童
課
な
ど
三
課
新
設

区
で
は
、
年
々
増
大
す
る
し
ご
と

の
量
を
、
適
格
に
処
理
す
る
た
め
に

次
の
課
を
新
設
し
ま
し
た
。

【総
務
部
】職
員
課
/
管
財
課

【厚
生
部
】児
童
課

な
お
、
児
童
手
当
や
保
育
園
の
こ

と
は
、
児
童
課
で
取
り
扱
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

犬
の
正
し
い
飼
い
方

都
で
は
、都
民
の
参
加
す
る
犬
の

危
害
防
止
運
動
を
実
施
し
て
い
ま
す

が
、
こ
の
ほ
ど
、
区
内
に
二
つ
の
「

正
し
い
犬
の
飼
い
方
」
モ
デ
ル
地
区

を
指
定
し
ま
し
た
。

▽
千
住
仲
町
自
治
会
地
区

▽
五
反
野
西
自
治
会
地
区

足
立
区
は
、都
内
で
も
一
、二
を

争
う
ほ
ど
犬
の
多
い
地
域
で
、昨
年

一
年
間
で
犬
に
咬
ま
れ
た
事
故
は
、

二
五
〇
件
以
上
も
あ
り
ま
し
た
。

犬
の
放
し
飼
い
は
、
「狂
犬
病
」

の
発
生
原
因
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん

か
ら
、必
ず
つ
な
い
で
お
き
ま
し
ょ

う
。な
お
、犬
に
つ
い
て
の
苦
情
・

連
絡
は
、
各
保
健
所
へ
。

足
立
保
健
所
　
八
四
〇
-
五
一
四
一

千
住
保
健
所
　
八
八
八
-
四
二
七
七

足
立
佐
野
郵
便
局
開
局

足
立
北
郵
便
局
の
特
定
郵
便
局
と

し
て
「足
立
佐
野
郵
便
局
」(
佐
野

町
三
八
八
)
が
、
去
る
十
一
月
一
日

か
ら
開
局
し
ま
し
た
。

六
〇
六
-
二
三
三
一

お

礼

去
る
十
一
月

二
十
七
日
、区

育
英
資
金
・
区

社
会
福
祉
協
議
会
に
と
、東
京
鉄
鋼

K
K
(
高
野
町
二
〇
〇
)
か
ら
、ま

た
、十
二
月
十
二
日
、東
京
都
米
穀

小
売
商
業
組
合
足
立
支
部
か
ら
、区

社
会
福
祉
協
議
会
に
、多
額
の
ご
寄

付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◎ 水をまかないで! … …寒いとき道路に水をまくと滑ってキケンです。　 ■ 償却資産の申告は、1月16日( 土) ころまでに(都税事務所)


